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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 球 を 払 出 可 能 な 払 出 手 段 を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 払 出 手 段 は 、 複 数 の 払 出 機 構 を 所 定 の 被 包 部 材 内 に 一 体 的 に 備 え 、
　 前 記 各 払 出 機 構 は 、
　 当 該 払 出 機 構 の 上 流 側 か ら 導 入 さ れ る 遊 技 球 を 流 下 さ せ 下 流 側 へ 導 出 で き る よ う 構 成 さ
れ た 球 払 出 通 路 と 、
　 前 記 球 払 出 通 路 に 対 応 し て 設 け ら れ 、 前 記 球 払 出 通 路 内 に お け る 遊 技 球 の 流 下 を 制 止 す
る 規 制 状 態 と 、 遊 技 球 の 流 下 を 許 容 す る 規 制 解 除 状 態 と に 切 換 り 可 能 な 停 留 手 段 と

を 備 え 、
　 さ ら に 、 前 記 払 出 手 段 は 、

と す る こ と
が で き る よ う 手 動 操 作 可 能 に 構 成 さ れ た 球 抜 き 操 作 手 段 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 遊
技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

                                                                                

、
　 前 記 停 留 手 段 に よ る 遊 技 球 の 流 下 制 止 位 置 よ り も 下 流 側 に お い て 前 記 球 払 出 通 路 よ り 分
岐 し 、 遊 技 球 を 外 部 へ 導 出 で き る よ う 構 成 さ れ た 分 岐 通 路 と 、
　 前 記 球 払 出 通 路 及 び 前 記 分 岐 通 路 の 境 界 部 に 対 応 し て 設 け ら れ 、 遊 技 球 を 前 記 球 払 出 通
路 に 沿 っ て 流 下 さ せ る 払 出 通 路 開 放 状 態 と 、 遊 技 球 を 前 記 分 岐 通 路 へ 導 き 当 該 分 岐 通 路 に
沿 っ て 流 下 さ せ る 分 岐 通 路 開 放 状 態 と に 切 換 り 可 能 な 通 路 切 換 え 手 段 と

前 記 複 数 の 払 出 機 構 の 停 留 手 段 及 び 通 路 切 換 え 手 段 を 連 動 さ
せ 、 前 記 規 制 状 態 に あ る 前 記 各 停 留 手 段 を 同 時 に 前 記 規 制 解 除 状 態 と す る と と も に 、 前 記
払 出 通 路 開 放 状 態 に あ る 前 記 各 通 路 切 換 え 手 段 を 同 時 に 前 記 分 岐 通 路 開 放 状 態

前 記 複 数 の 払 出 機 構 は 特 定 配 列 方 向 に 重 な る よ う に 配 置 さ れ 、
　 前 記 各 通 路 切 換 え 手 段 及 び 前 記 球 抜 き 操 作 手 段 は 、 そ れ ぞ れ 前 記 特 定 配 列 方 向 を 軸 心 と
し て 回 動 変 位 し て 位 置 を 切 換 え 可 能 に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の
遊 技 機 。

前 記 複 数 の 払 出 機 構 の 各 通 路 切 換 え 手 段 は 、 そ れ ぞ れ 回 動 軸 部 を 備 え 、 当 該 回 動 軸 部 同
士 が 連 結 可 能 に 構 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。
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